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 清掃当番    

 

 
 

 

 

 
５月４日（日）に第２回定例役員会を開き、次の議題が話し合われました。 
 

１. 防犯パトロールについて 
ボランティアの大内さんからの説明 

    （防犯パトロールを自治会でするようになった経緯など） 
     参加は自由ですので、ご家族も一緒にパトロールへ参加を。 
２. 自治会費の集金について(会計部長より) 

集金については、班長さん方に 5 月中にとお願いした。 
３. 全班一斉清掃について（総務幹事より） 
   6 月 8 日（日）に実施予定。 

集合時間については、午前８時から実施する。 
雨天の場合は、15 日に順延となり前日の夕方までに連絡。 

４. あらき野自治会との「合同イベント」協議内容（会長より） 
  令和 7 年 4 月 12 日（土）あらき野自治会と新木団地自治会の初会合を行う。 

夏祭り、防災訓練、陳情についてそれぞれ説明した。 
今年の夏祭りの主催はあらき野自治会、合同防災訓練は新木団地自治会で行う。 

  夏祭りは、7 月 26 日（土）に実施し、雨天の場合は中止する。 
  防災訓練は、10 月 19 日（日）に実施し、雨天の場合は中止。 

我孫子市への合同陳情書は 12 月中旬提出予定。 
５. 報告 

① 防犯パトロールの実施状況（副会長 B より） 
４月,5 月とも雨天のため中止。中止連絡は、前日の午後７時までに連絡する。 

② 「慶弔見舞金」は、未払いのないように毎月会報で周知する（情報部長より） 
③ 安心カードの配布について（総務幹事より） 

   「令和７年度の書きかえ」について説明する。 
   9 月か 10 月に自治会会員の皆さんに配布、会報と一緒に配布する。 
 
 
 

 
集合場所：各班指定の場所 
清掃時間：午前８:00～ 1 時間程度（開始時間を間違えないように） 
※清掃当日は班長・副班長の指示に従って安全第一に作業して下さい。 
※雨天の場合は自治会館の清掃のみ実施して下さい。 

日時 清掃担当班 清掃場所 

６月８日(日) 全班一斉清掃 自治会館･児童公園･１９番通り坂道･各担当班内 

 役員会より 

新木団地自治会会報 

令和 7 年度 第２号 新木団地自治会情報部 2025 年５月１８日発行 

 ホームページ 

https://arakidanchi.com 

ご意見等は、 

arakidanchi@gmail.com 

 



        

                                新木団地自治会                   Vol.2                       

  

Page 2 

 

(5 月 9 日(金)に予定していた第 2 回防犯パトロールは、天候不順のため残念ながら中止しました) 

 

実施日 ：6 月 13 日（金） 
集合場所 ：新木団地自治会館前 
開始時間 ：19：20 分集合 

19：30 分スタート(約 30 分終了予定) 
担当班  ：2A 班・6 班  
ボランティアの参加は自由ですので、ご家族も一緒にパトロールしてはいかがでしょう？ 

（中止の場合は、前日の午後７時までに副会長 B 沢田から担当班の班長、副班長へ連絡します。 

留守で応答できなかったときも必ず返信し、副会長 B の確認をとってください。） 

 

 

 防犯パトロール(第 3 回) 
 

 つつじ会の紹介 
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※多：多目的ホール 和：和室(2F) 洋：洋室(2F)  * 担当者の ( ) カッコ内は班名    

※最後の方は、消灯・火の元確認の上、確実な施錠（窓・入口）をお願いします。  

※自治会館の予約は、下記の連絡先にお願いします。   

  

             自治会副会長 A   田中一征    携帯電話 090-8084-2580  

                                    住所 新木野３－３３－１１ （７番通り）  

  

※申し込みは、利用日時、利用団体と代表者名、連絡先等 必要事項を記入の上  

郵便受けに投函してください。  

※申し込みは、利用する月の２か月前の月初め１日から先着順となります。  

 

 自治会館利用予定表６月分（５月４日時点） 
 

日付 曜日 午前（9:00～12:00） 午後（12:30～17:00）
夜間（17:30～

               21:00）

6/1 日 自治会役員：多 にこにこ会：多　　　　塩澤(1)

6/2 月  　

6/3 火 香江木蘭太極：多　　　　輪竹(2A)  

6/4 水 太極拳ふれあいクラブ：多　　大内(1) 　

6/5 木 香江木蘭太極：多　　　輪竹(2A)  

6/6 金 なでしこ会：多　　　　宇出(3) フレッシュサークル：多 青山(6)

6/7 土  

6/8 日 　 街づくり協議会：多

6/9 月 　 　

6/10 火 香江木蘭太極：多　　　　輪竹(2A)  

6/11 水 太極拳ふれあいクラブ：多　　大内(1) 　

6/12 木 香江木蘭太極：多　　　輪竹(2A)  

6/13 金 なでしこ会：多　　　　宇出(3) フレッシュサークル：多 青山(6)

6/14 土  

6/15 日 　 にこにこ会：多　　　　塩澤(1) 　

6/16 月 　 　 　

6/17 火 香江木蘭太極：多　　　　輪竹(2A) 　

6/18 水 太極拳ふれあいクラブ：多　　大内(1) 　

6/19 木 香江木蘭太極：多　　　輪竹(2A)  

6/20 金 なでしこ会：多　　　　宇出(3) フレッシュサークル：多 青山(6)

6/21 土 香江木蘭太極：多　　　　輪竹(2A)  

6/22 日 　  

6/23 月 　 　  

6/24 火 香江木蘭太極：多　　　　輪竹(2A)  

6/25 水 虹の会サロン：多　　　大川(2B) 　

6/26 木 香江木蘭太極：多　　　　輪竹(2A)

6/27 金 なでしこ会：多　　　　宇出(3) フレッシュサークル：多 青山(6)

6/28 土 　 　

6/29 日 　

6/30 月 　 　
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今年度の自治会費の集金を５月末までに予定しています。 

各班長からの案内が有りますので、ご協力をお願い致します。 

 

※月額：３００円  年額：３，６００円 半年払い：１，８００円 
 

 

 
転入･････････････････4 件 
転出（退会）･････････0 件 
会員数･･･････････６６8 世帯 

 
 

 
 
新木団地自治会における慶弔金につきましたは下記の通り定めております。 
該当の会員様におかれましては、所属の班長宛にお申し出ください。 
 
第５章 慶弔・災害時等の支出  (※新木団地自治会 会則から抜粋） 

 
第 22 条 会員の慶弔・災害時等に際しては、 

次の各号に定める金額を支出するものとする。 
 

（1） 世帯主の死亡       10,000 円 
（2） 家族の死亡           5,000 円 
（3） 出産  世帯主及び同居の家族の子  10,000 円 
（4） 小学校入学 世帯主及び同居の家族の子 10,000 円 

 
 
 
 

 
★電話 de 詐欺に注意！ 
 
「電話が止まる」、「警察の電話番号からの詐欺電話」、 
「還付金の連絡」等のウソをいう電話 de 詐欺のアポ電話が 
多数かかってきています 

<対策→留守番電話設定にして在宅時もすぐに応答しないようにする> 
「電話でお金の話は詐欺」ですので、注意してください。 
 
 

 異動（転入・転出等）（５月４日時点） 

 その他 

 慶弔金の周知について 

 令和７年度自治会費の集金に協力お願いします 


